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附則 

１．実施期日 

   この約款は、令和３年１０月１日から実施いたします。 

 

 

 

 

附則 

１．実施期日 

   この約款は、令和３年１０月１日から実施いたします。 

 

附則 

１．実施期日 

   この約款は、令和４年１０月１日から実施いたします。 

 

２．この約款の実施に伴う切り替え措置 

   当社は、その初日が令和４年９月３０日以前に属し、その末日が令和４年１０月１日以降に

属する算定期間については、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えた金額を

託送供給料金として申し受けます。 

 

（算定式） 

 託送供給料金 ＝ 旧託送供給約款適用期間の料金 + 本託送供給約款適用期間の料金 

 

旧託送供給約款適用期間の料金（小数点以下の端数切り捨て） 

＝旧託送供給約款の定額基本料金×D1／D＋旧託送供給約款の流量基本料金単価×V1 

＋旧託送供給約款の従量料金単価×V1 

本託送供給約款適用期間の料金（小数点以下の端数切り捨て） 

＝本託送供給約款の定額基本料金×D2／D＋本託送供給約款の流量基本料金単価×V2 

＋本託送供給約款の従量料金単価×V2 

（備考） 

D ＝料金算定期間の日数 

D1 ＝Dのうち令和４年９月３０日までの期間に属する日数 

D２ ＝Dのうち令和４年１０月１日以降の期間に属する日数 

V ＝料金算定期間の使用量 

V1 ＝旧託送供給約款適用期間の使用量＝V×D1／D 

V2 ＝本託送供給約款適用期間の使用量＝V－V1 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 託 送 供 給 約 款 変 更 後 摘要 

（別表第４）料金表 

 託送供給依頼者は個別契約の申込みに際して、以下の[２部料金]と[３部料金]のうち、いずれか 

１つを選択していただきます。 

 

[2部料金] 

１．適用区分 

（１）料金表Ａ ガス量が０立方メートルから２２立方メートルまでの場合に適用いたします。 

   料金表Ｂ ガス量が２２立方メートルを超え、２２７立方メートルまでの場合に適用いたします。 
   料金表Ｃ ガス量が２２７立方メートルを超える場合に適用いたします。 

 

２．料金表Ａ 

  （１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ７７６．１５円 

  （２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ７８．７５００円 

３．料金表Ｂ 

  （１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ８５７．２２円 

  （２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ７５．０６５０円 

４．料金表Ｃ 

  （１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき １，３８４．３６円 

  （２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ７２．７４２８円 

 

[３部料金] 

５．料金表Ｄ 

  （１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ２８，４４８．００円 

  （２）流量基本料金 

１立方メートルにつき ２，３８２．６１円 

  （３）従量料金単価 

１立方メートルにつき １６．５４５３円 

 

託送供給の送出地点において、当社の導管から送出ガスの圧力が０．１メガパスカル未満の場合は、 

低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価 

とします。   

１立方メートルにつき ９．５５５４円 
 

（別表第４）料金表 

 託送供給依頼者は個別契約の申込みに際して、以下の[２部料金]と[３部料金]のうち、いずれか 

１つを選択していただきます。 

 

[2部料金] 

１．適用区分 

（１）料金表Ａ ガス量が０立方メートルから２２立方メートルまでの場合に適用いたします。 

   料金表Ｂ ガス量が２２立方メートルを超え、２２７立方メートルまでの場合に適用いたします。 
   料金表Ｃ ガス量が２２７立方メートルを超える場合に適用いたします。 

 

２．料金表Ａ 

  （１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ６４５．３６円 

  （２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ７６．４４１６円 

３．料金表Ｂ 

  （１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ７２６．４３円 

  （２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ７２．７５６６円 

４．料金表Ｃ 

  （１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき １，２５３．５７円 

  （２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ７０．４３４４円 

 

[３部料金] 

５．料金表Ｄ 

  （１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ２８，４４８．００円 

  （２）流量基本料金 

１立方メートルにつき １，８１９．１３円 

  （３）従量料金単価 

１立方メートルにつき １４．８１３１円 

 

託送供給の送出地点において、当社の導管から送出ガスの圧力が０．１メガパスカル未満の場合は、 

低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価 

とします。   

１立方メートルにつき ９．５５５４円 
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